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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１０月１４日（日） １７時００分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市東京湾海上交通センター北西方の岩場 

 横須賀市所在の横須賀港走水防波堤灯台から真方位１０４°５６０

ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１５.７′ 東経１３９°４４.３′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 艦船 伝馬
て ん ま

船
せん

７号、０.８トン 

   なし、日本国政府（防衛省） 

   ７.１ｍ（Lr）×１.８ｍ×不詳、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、１４.７kＷ、平成６年１０月３１日 

Ｂ ヨット ESPERAUNCE
エ ス ペ ラ ン ス

Ⅲ
スリー

、５トン未満 

   ２３５－４０８３４神奈川、個人所有 

 ７.３２ｍ（Lr）×２.１１ｍ×１.２１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３.６０kＷ、平成１１年１１月２２日

新造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ４５歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２１年７月１７日 

    免許証交付日 平成２１年７月１７日 

           （平成２６年７月１６日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ２２歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録 日 平成２１年１１月１７日 

    免許証交付日 平成２１年１１月１７日 

           （平成２６年１１月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ キール亀裂 

Ｂ センターボード及び同取付部損傷、船外機損傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、Ｂ船で訓練中の防衛大学校ヨッ
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ト部から船外機が始動しなくなったとの救助の要請を受け、平成２４

年１０月１４日１６時３０分ごろ横須賀港第５区走水地区の係留地を

出発し、東京湾海上交通センター北西約４５０ｍの地点でＢ船と合流

した。 

 Ａ船は、Ｂ船の左舷側に着け、船首及び船尾に直径約７０mm、ナイ

ロン製のＢ船のロープを取り、また、Ａ船中央ではＡ船から直径約８

mm のナイロン製ロープをＢ船側に出して両船をつなぎ、横抱き状態に

して係留地に向かった。 

 Ａ船は、横抱き状態にしたＢ船と共に横須賀市所在の観音崎東急ホ

テル北西方沖を北西進中、１６時５５分ごろ船外機が停止した。 

 Ａ船船長は、状況を確認するため、船外機をチルトアップしたとこ

ろ、プロペラに船尾側に取ったロープの端が巻き付いているのを認

め、取り除こうとしたが取り除くことができなかった。 

 Ａ船及びＢ船は、Ｂ船乗船者から海上保安庁に救助の要請を行った

ものの、Ａ船のプロペラにロープが絡まった状態で北からの風及び波

によって南東方向に流され、１７時００分ごろ東京湾海上交通センタ

ー北西約６２０ｍの岩場に乗り揚げた。 

 Ａ船及びＢ船の乗組員は、岩場に乗り揚げたのち、自力で岩場に上

がった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視程 約５海里 

海象：うねり 波向北、波高約５０cm 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、作業及び学生の遠泳訓練時の警戒に使用されており、船外

機のプロペラ周囲には、遠泳訓練者との接触防止用の保護囲いが取り

付けてあった。 

 Ａ船は、船尾側にＢ船からのロープが出され、Ａ船のクリートに

「８の字」を描くように固定されており、クリートに固定された残り

のロープは、クリート付近に置かれていた。 

 Ａ船のクリートから船外機のプロペラまでは、約１.２ｍであり、

本事故発生時、プロペラにロープが約５巻、絡んだ状態であった。 

 Ａ船及びＢ船は、錨を積んでおらず、風波で流された際、投錨して

船体を止めることができなかった。また、Ａ船は、プロペラに絡んだ

ロープを切断するナイフ等を積んでいなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 Ａ船は、東京湾海上交通センター北西方沖において、船外機が始動

しなくなったＢ船を横抱き状態にして北西進中、Ｂ船から出してＡ船

のクリートに止めていたロープの端の部分が船外機のプロペラに巻き

付いたことから、運航不能となり、風波に圧流されて付近の岩場に乗

り揚げたものと考えられる。 

 Ａ船のクリートに止められたロープの端の部分が船外に落ちてプロ

ペラに絡索したものと考えられるが、船外に落ちた経緯を明らかにす

ることはできなかった。 

 Ａ船及びＢ船は、錨を積んでいれば、運航不能となった際に投錨し

て圧流を防止でき、また、Ａ船は、ナイフ等を積んでいれば、ロープ

を切断して船外機を使用可能な状態にできた可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、Ａ船が、東京湾海上交通センター北西方沖において、船

外機が始動しなくなったＢ船を横抱き状態にして北西進中、Ｂ船から

出してＡ船のクリートに止めていたロープの端の部分が船外機のプロ

ペラに巻き付いたため、運航不能となり、風波に圧流されて付近の岩

場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・緊急時に備えるため、錨を積み込むこと。 

 ・緊急時に備えるため、ロープ切断用ナイフを積み込むこと。 

 

Ａ船左舷船尾部 Ａ船船外機 

クリート 船外機 

保護囲い 




